
 

 

 

 

空き家対策業務の移管について 

 

１．概 要 

市では、総合計画の策定に合わせおおむね５年ごとに組織の見直しを行っていま

す。令和３年度で第６次入間市総合計画前期基本計画の計画期間が終了し、令和４

年度より第６次入間市総合計画後期基本計画の計画期間となります。 

それに伴い、計画の実現に向けた組織見直しが行われ、令和４年度より空き家対

策業務が危機管理課から都市計画課に移管されました。 

 

２．移管の経緯 

昨年度までの体制は、空き家対策全般の業務が危機管理課、空き家の利活用に関

する業務は都市計画課という体制でした。しかし、同じ空き家対策業務であるにも

かかわらず、所管課が異なることで事務が効率的に進められない状況が見受けられ

ました。 

そこで、今回の組織見直しにより業務を一元化することで、効率的かつ効果的に

空き家対策が推進できるよう、危機管理課より都市計画課に業務が移管されました。 

 

○見直しイメージ 
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